
 

建設業許可の手引 令和５年７月改訂の主な内容 

令 和 ５ 年 ７ 月 

秋田県建設部建設政策課 

１ 有資格者コード一覧の改正 

令和５年５月１２日、施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令（令和５年

国土交通省令第４３号）が公布され、建設業許可に係る営業所専任技術者の要件が緩和されたこと

に伴い、有資格者コード一覧（一般・特定建設業）を改正しました。 

 なお、本要件緩和により改正されたのは、別紙にて赤字で示したとおりです。 

１ 改正の内容 

現在、建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）第７条第２号イの規定によ

り、大学の指定学科（建設業法施行規則第１条の表に掲げる学科）卒業後３年の実務経験を有す

る者及び高校の指定学科卒業後５年の実務経験を有する者は、一般建設業許可の営業所専任技術

者要件を満たすこととされておりますが、次に該当する者も一般建設業許可の営業所専任技術者

要件を満たすこととします。 

（１）以下の表に掲げる検定種目に係る一級の第一次検定又は第二次検定に合格した者で、大学に

おいて同表に掲げる学科を卒業した者と同様に、その合格後３年の実務経験を有する者。 

（２）、以下の表に掲げる検定種目に係る二級の第一次検定又は第二次検定に合格した者で、高等学

校において同表に掲げる学科を卒業した者と同様に、その合格後５年の実務経験を有する者。 

検定種目 指定学科 

土木施工管理・造園施工管理 土木工学 

建築施工管理 建築学 

電気工事施工管理 電気工学 

管工事施工管理 機械工学 

２ 留意事項 

（１）本要件緩和は、指定建設業（法第１５条第２号）及び電気通信工事業においては適用されま

せん。 

（２）特定建設業許可の営業所専任技術者要件、建設工事において配置する主任技術者・監理技術

者も、指定建設業を除き、同様の扱いとなります。 

２ 誤字の修正・追記 

 誤字の修正及び内容の補足を行いました（申請方法等に変更はありません）。 

 

お問い合わせ先／建設業許可に係る申請・届出窓口 

《秋田県知事許可業者》各地域振興局総務企画部 
鹿 角 地 域 振 興 局 ℡ 0186-22-0456 由 利 地 域 振 興 局 ℡ 0184-23-4153 
北秋田地域振興局 ℡ 0186-62-1252 仙 北 地 域 振 興 局 ℡ 0187-63-3204 
山 本 地 域 振 興 局 ℡ 0185-52-6830 平 鹿 地 域 振 興 局 ℡ 0182-32-1164 
秋 田 地 域 振 興 局 ℡ 018-860-3444 雄 勝 地 域 振 興 局 ℡ 0183-73-8194 

《国土交通大臣許可業者》 

東北地方整備局建政部建設産業課 ℡ 022-225-2171 ㈹ 

《全般的なお問い合わせ》 

秋田県建設部建設政策課 ℡ 018-860-2425  
   



別紙

　「１」･･･法第７条第２号イ該当（指定学科を卒業後、一定期間以上の実務経験）

　「４」･･･法第７条第２号ロ該当（１０年以上の実務経験）

　「７」･･･法第７条第２号ハ該当（国家資格取得者等）　　「７※」･･･法第７条第２号ハ該当（国家資格取得者等＋実務経験３年）　　「７○」････法第７条第２号ハ該当（国家資格取得者等＋実務経験５年）

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

０１ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

０２ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

１１ 7 7 7

１２ 7 7 7

１３ 7 ７※ 7 7 ７※ ７※ 7 ７※ 7 7 7 ７※ ７※ ７※ 7 ７※ ７

１Ｈ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※

１４ ７ ７○ 7 7 ７○ ７○ 7 ７○ 7 7 ７○ ７○ ７○ ７○ 7 ７○ ７

１５ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

１６ ７○ 7 ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

１Ｊ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

１Ｋ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

１Ｌ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

２０ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ７※ 7 7 ７※ ７※ ７※ ７

２Ｃ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※

２１ 7 ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７

２２ 7 ７○ 7 ７○ ７○ 7 7 7 ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７

２３ 7 7 ７○ 7 7 7 ７○ 7 7 7 7 7 ７○ 7 7 ７○ ７○ ７○ ７○

２Ｄ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

２７ 7 ７※ ７※

２Ｅ ７※ ７※

２８ 7 ７○ ７○

２Ｆ ７○ ７○

２９ 7 ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※

２Ｇ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※

３０ 7 ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

３Ａ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

３１ 7

３２ 7

３３ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ 7 ７※ ７※ ７※ ７※

３Ｄ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※

３４ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ 7 ７○ ７○ ７○ ７○

３Ｅ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

３７ 7 7 7 7 7 7

３８ 7 7 7 7 7

３９ 7

４１ 7 7 7 7 7 7 7

４２ 7 7 7 7 7 7 7 7

４３ 7 7

４４ 7 7

４５ 7

４６ 7 7

４７ 7 7

４８ 7 7 7

４９ 7 7 7

５０ 7

５１ 7 7 7

５２ 7

５３ 7 7

５４ 7 7 7

５５ 7

５６ 7

電気事業法 免状 ５８ 7

５９ 7

３５ 7

水　道　法 免状 ６５ 7

６８ 7

６９ 7

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

２級造園施工管理技士

１級造園施工管理技士補

鋼構造物塗装

薬 液 注 入

１級建築施工管理技士補　　　　　　　　　　　　　　　　

２級建築施工管理技士補

１級電気工事施工管理技士補

２級電気工事施工管理技士補

有資格コード一覧（一般建設業）１／３

鋼構造物塗装

薬 液 注 入

２級土木施工管理技士
種
別

コード 資格区分
建設業の種類

１級造園施工管理技士

躯 体 ( 注 2)

１級電気工事施工管理技士

２級電気工事施工管理技士

１級建設機械施工管理技士（注１）

２級建設機械施工管理技士（第１種～第６種）（注１）

１級土木施工管理技士（注２）

土 木 ( 注 2)

種
別

仕 上 げ

法第７条第2号　イ　該当（指定学科卒業＋実務経験）

土 木

２級電気通信工事施工管理技士

種
別

建 築 ( 注 ２ )

２級建築施工管理技士

１級電気通信工事施工管理技士

１級建築施工管理技士（注２）

１級管工事施工管理技士補

２級管工事施工管理技士補

建
築
士
法

免
許
証

１級建築士

２級建築士

木造建築士

２級造園施工管理技士補

建
設
業
法
（

技
術
検
定
）

合
格
証
明
書

１級土木施工管理技士補

２級土木施工管理技士補

技
術
士
法

登
録
証

建設 （「鋼構造及びコンクリート」を除く） ・ 総合技術監理 「建設」
（鋼構造及びコンクリートを除く）（注３）

建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設－鋼構造及び
コンクリート」（注３）

農業 「農業農村工学」 ・ 総合技術監理 「農業－農業農村工学」（注４）

電気電子 ・ 総合技術監理 「電気電子」

機械 （「熱・動力エネルギー機器」「流体機器」を除く） ・ 総合技術監理
 「機械」（熱・動力エネルギー機器、流体機器を除く）

機械 「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」 ・ 総合技術監理「機械
－熱・動力エネルギー機器」又は「機械－流体機器」（注５）

上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 「上下水道－上水道及び
工業用水道」

消　防　法 免状
乙種 消防設備士

甲種 消防設備士

法第７条第２号　ロ　該当（１０年の実務経験）

水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 「水産－水産土木」

森林 「林業・林産」 ・ 総合技術監理 「森林－林業・林産」（注６）

森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 「森林－森林土木」

衛生工学（「水質管理」「廃棄物・資源循環」を除く） ・ 総合技術監理
 「衛生工学」（水質管理，廃棄物・資源循環を除く）

電気通信
事業法

資格
者証

１級管工事施工管理技士

２級管工事施工管理技士

電気
工事士法

免状

衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 「衛生工学－水質管理」

上下水道 （「上水道及び工業用水道」を除く） ・ 総合技術監理 「上下水道」
（上水道及び工業用水道を除く）

第１種電気工事士

衛生工学 「廃棄物・資源循環」 ・ 総合技術監理 「衛生工学－廃棄物・
資源循環」（注７）

【５年】

【５年】

【３年】

【１年】

第２種電気工事士

電気主任技術者　（第１種～第３種）

電気通信主任技術者

工事担任者（「第一級アナログ通信」及び「第一級デジタル通信」
の資格者証又は「総合通信」の資格者証に限る）（注８）

給水装置工事主任技術者

【３年】



別紙

特定建設業指定７業種

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

０１ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

０２ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

０３ 3 3 3 3 3 3 3

０４ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

１１ 9 9 9

１２ 8

１３ 9 ８※ 9 9 ８※ ８※ 9 ８※ 9 9 9 ８※ ８※ ８※ 9 ８※ ９

１Ｈ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※

１４ ８○ 8 8 ８○ ８○ ８○ 8 ８○ ８○ ８○ ８○ 8 ８○ 8

１５ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

１６ ８○ 8 ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

１Ｊ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

１Ｋ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

１Ｌ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

２０ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ８※ 9 9 ８※ ８※ ８※ ９

２Ｃ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※

２１ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８

２２ 8 ８○ 8 ８○ ８○ 8 8 ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８

２３ 8 8 ８○ 8 8 8 ８○ 8 8 8 8 8 ８○ 8 8 ８○ ８○ ８○ ８○

２Ｄ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

２７ 9 ８※ ８※

２Ｅ ８※ ８※

２８ ８○ ８○

２Ｆ ８○ ８○

２９ ９ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※

２Ｇ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※

３０ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

３Ａ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

３１ 9

３２ 8

３３ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ９ ８※ ８※ ８※ ８※

３Ｄ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※

３４ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

３Ｅ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

３７ 9 9 9 9 9 9

３８ 8 8 8 8

３９ 8

４１ 9 9 9 9 9 9 9

４２ 9 9 9 9 9 9 9 9

４３ 9 9

４４ 9 9

４５ 9

４６ 9 9

４７ 9 9

４８ 9 9 9

４９ 9 9 9

５０ 9

５１ 9 9 9

５２ 9

５３ 9 9

５４ 9 9 9

５５

５６

電気事業法 ５８

５９ 8

３５ 8

水　道　法 ６５

６８ 8

６９ 8

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 清

１級建築施工管理技士補

２級建築施工管理技士補

１級電気工事施工管理技士補

２級電気工事施工管理技士補

１級管工事施工管理技士補

２級管工事施工管理技士補

「８※」･･･法第７条第２号ハ及び法第１５条第２号ロ該当（一般建設業の要件を満たす国家資格＋実務経験３年＋２年以上の指導監督的実務経験）

１級土木施工管理技士補

２級土木施工管理技士補
種
別

土 木

鋼構造物塗装

薬 液 注 入

「９」･･･法第１５条第２号イ該当（国家資格取得者等）

衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 「衛生工学－水質管理」

衛生工学 「廃棄物・資源循環」 ・ 総合技術監理 「衛生工学－廃棄物・資源循環」（注７）

種
別

「８○」･･･法第７条第２号ハ及び法第１５条第２号ロ該当（一般建設業の要件を満たす国家資格＋実務経験５年＋２年以上の指導監督的実務経験）

１級造園施工管理技士補

２級造園施工管理技士

建 築 ( 注 2)

仕 上 げ

上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 「上下水道－上水道及び
工業用水道」

消　防　法
甲種 消防設備士

電気通信事業法

乙種 消防設備士

電気工事士法
第１種電気工事士

技
術
士
法

農業 「農業農村工学」 ・ 総合技術監理 「農業－農業農村工学」（注４）

電気電子 ・ 総合技術監理 「電気電子」

森林 「林業・林産」 ・ 総合技術監理 「森林－林業・林産」（注６）

森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 「森林－森林土木」

上下水道 （「上水道及び工業用水道」を除く） ・ 総合技術監理 「上下水道」
（上水道及び工業用水道を除く）

衛生工学（「水質管理」「廃棄物・資源循環」を除く） ・ 総合技術監理
 「衛生工学」（水質管理，廃棄物・資源循環を除く）

１級管工事施工管理技士

１級造園施工管理技士

２級造園施工管理技士補

機械 （「熱・動力エネルギー機器」「流体機器」を除く） ・ 総合技術監理 「機械」
（熱・動力エネルギー機器、流体機器を除く）

機械 「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」 ・ 総合技術監理「機械
－熱・動力エネルギー機器」又は「機械－流体機器」（注５）

水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 「水産－水産土木」

建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設－鋼構造及び
コンクリート」（注３）

建設 （「鋼構造及びコンクリート」を除く） ・ 総合技術監理 「建設」
（鋼構造及びコンクリートを除く）（注３）

建
築
士
法

１級建築士

２級建築士

木造建築士

２級電気工事施工管理技士

建
設
業
法
（

技
術
検
定
）

１級電気工事施工管理技士

躯 体 ( 注 2)

２級管工事施工管理技士

薬 液 注 入

土 木 ( 注 2)

鋼構造物塗装

法第１５条第２号　ハ　該当（同号イと同等以上）

建設業の種類

２級土木施工管理技士
種
別

２級建設機械施工管理技士（第１種～第６種）（注１）

１級土木施工管理技士（注２）

「５」･･･法第７条第２号ロ及び法第１５条第２号ロ該当（１０年以上の実務経験＋２年以上の指導監督的実務経験）

「６」･･･法第１５条第２号ハ該当（同号ロと同等以上として国土交通大臣の認定を受けた者）

「８」･･･法第７条第２号ハ及び法第１５条第２号ロ該当（一般建設業の要件を満たす国家資格＋２年以上の指導監督的実務経験）

１級建設機械施工管理技士（注１）

コード 資格区分

法第７条第2号　イ　該当

法第７条第２号　ロ　該当

１級建築施工管理技士（注２）

１級電気通信工事施工管理技士

２級電気通信工事施工管理技士

有資格コード一覧（特定建設業）１／３

法第１５条第２号　ハ　該当 （同号ロと同等以上）

２級建築施工管理技士

「２」･･･法第７条第２号イ及び法第１５条第２号ロ該当（指定学科を卒業後、一定以上の実務経験＋２年以上の指導監督的実務経験）

「３」･･･法第１５条第２号ハ該当（同号イと同等以上として国土交通大臣の認定を受けた者）

第２種電気工事士

電気主任技術者　（第１種～第３種）

電気通信主任技術者

工事担任者（「第一級アナログ通信」及び「第一級デジタル通
信」の資格者証又は「総合通信」の資格者証に限る）（注８）

給水装置工事主任技術者

【３年】

【５年】

【５年】

【３年】

【１年】


